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令 和 ６ 年 度 事 業 報 告 書 

令和７年３月３１日 
社会福祉法人 不易創造館 

                         認定こども園加茂保育園 

① 園児数 

(令和６年 4月) 

クラス 年齢 利用定員

(２・３号認

定) 

在籍 

(２・３号認

定) 

利用定員

(１号認定) 

在籍 

(１号認定) 

ひよこ 0 １２ ９   

りす 1 １５ ３０   

うさぎ 2 １８ ４２  ０ 

ぺんぎん 3 ２２ ３９ ５ ０ 

ぱんだ 4 ２６ ３９ ５ １ 

らいおん 5 ２７ ２５ ５ ０ 

合計 １２０ １８４ １５ １ 

 

(令和７年 3月) 

クラス 年齢 利用定員

(２・３号認

定) 

在籍 

(２・３号認

定) 

利用定員

(１号認定) 

在籍 

(１号認定) 

ひよこ 0 １２ １１   

りす 1 １５ ３０   

うさぎ 2 １８ ３８  ２ 

ぺんぎん 3 ２２ ３８ ５ １ 

ぱんだ 4 ２６ ３７ ５ １ 

らいおん 5 ２７ ２５ ５ ０ 

合計 １２０ １７９ １５ ４ 

 

② 職員構成 

(令和７年 3月) 

部門 業務担当・雇形 人数

(名) 

備考 

保育教諭 

施設長 １  

主幹保育教諭 ２  

常勤保育教諭 ９  

派遣常勤保育教諭 ０  

非常勤保育教諭 ２３  

派遣非常勤派遣 １２  



その他 事務員他 ２  

調理 

栄養士 ２  

調理師 １  

派遣職員 ３  

保健 

看護師 １  

派遣職員 
０  

延長 
保育補助員 ３  

派遣職員 ０  

嘱託医等 

内科医 １  

歯科医 １  

薬剤師 １  

合計 ６２  

 

 

 

③ 保育事業について 

 

（Ａ）通常保育 

  開園時間   午前７時００分から午後２１時００分まで 

  ※但し、教育標準時間認定児は午後７時００分まで 

 

  保育標準時間認定 午前 ７時３０分から午後６時３０分まで 

  保育短時間認定  午前 ９時００分から午後５時００分まで 

  教育標準時間認定 午前１０時００分から午後２時３０分まで 

 

   年間を通し、３歳児～５歳児までの異年齢による縦割り保育を基本とし

て保育に取り組んだ。また、食育に関しても、先駆的な取組園の食育内容

を参考とし、クッキング等を通して、食育活動の充実を図った。 

また、月々の指導計画を作成するとともに、その達成状況を職員会議に

おいて確認した。 

幼保連携型認定こども園として、認定区分間での教育・保育時間の違い

が生じることをしっかりと考慮したカリキュラム作りに努めた。 

その他、行事、誕生会、園外保育、避難訓練事業等を実施した。 

 

（Ｂ）障がい児保育事業 

 令和６年度は複数名の障がい児担当職員を配置し、市の助成を受ける中

で、充実を図った。 

   

（Ｃ）長時間保育・延長保育 

  高石市においては、民間園については、長時間・延長保育が必須とされ



ており、今年度も実施した。 

 （注）延長保育 午後９時００分まで。但し、午後６時３０分までは無料。 

   

（Ｄ）子育て支援事業 

  主幹保育教諭２名を配置し、園庭あそび及び親子教室を行い、地域の子育

て世帯への支援を充実させた。 

 

④ その他 

 

（１）職員研修 

 社会福祉協議会等の研修に参加、園内研修（食育・保育指針）、体育指導

研修 

       

（２）施設改善 

特に無し 

【令和６年度に実施した工事及び購入した固定資産】 

 空気清浄機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令 和 ６ 年 度 事 業 報 告 書 

 

令和７年３月３１日 
社会福祉法人 不易創造館 

                             法善寺保育園  

① 園児数 

(令和６年４月) 

クラス 年齢 利用定員

(２・３号認

定) 

在籍 

(２・３号認

定) 

ひよこ 0 ９ １１ 

りす 1 １５ ３０ 

うさぎ・こぐま 2 ２６ ３２ 

ぺんぎん 3 ２９ ３０ 

きりん 4 ３０ ３６ 

らいおん 5 ３１ ２８ 

合計 １４０ １６７ 

 

(令和７年３月) 

クラス 年齢 利用定員

(２・３号認

定) 

在籍 

(２・３号認

定) 

ひよこ 0 ９ １１ 

りす 1 １５ ３０ 

うさぎ・こぐま 2 ２６ ３２ 

ぺんぎん 3 ２９ ３０ 

きりん 4 ３０ ３５ 

らいおん 5 ３１ ２８ 

合計 １４０ １６６ 

 

② 職員構成 

(令和７年３月) 

部門 業務担当・雇

形 

人数(名) 備考 

保育士 

施設長 １  

主任保育士 １  

常勤保育士 １２  

派遣常勤保育

士 

０  



保育士 
非常勤保育士 １６  

派遣非常勤保育士 ４  

その他 
事務員他 １  

派遣職員 ０  

調理 

栄養士 １  

調理師 １  

調理員 １  

派遣職員 １  

保健 
看護師 １  

派遣職員 ０  

嘱託医等 

内科医 １  

歯科医 １  

その他 ０  

合計 ４２  

③ 保育事業について 

 

（Ａ）通常保育 

  開園時間   午前７時３０分から午後７時００分まで 

   

  保育標準時間認定 午前 ７時３０分から午後６時３０分まで 

  保育短時間認定  午前 ９時００分から午後５時００分まで 

  

 

   柏原市からの民営化後９年が経過し、年度を通して公立保育所の保育を

引き継ぐとともに、食育に関しても、先駆的な取組園の食育内容を参考と

し、クッキング等を通して、食育活動の充実を図った。 

また、月々の指導計画を作成するとともに、その達成状況を職員会議に

おいて確認した。 

認定区分間での保育時間の違いが生じることをしっかりと考慮したカリ

キュラム作りに努めた。 

その他、行事、誕生会、園外保育、避難訓練事業等を実施した。 

 

（Ｂ）障がい児保育事業 

 令和６年度も複数名の障がい児を受けるとともに、担当職員を配置し、

市の助成を受ける中で、充実を図った。 

   

（Ｃ）長時間保育・延長保育 

  柏原市においては、民間園については、長時間・延長保育が必須とされ

ており、 

今年度も実施した。 

 （注）延長保育 午後７時００分まで。但し、午後６時３０分までは無料。 

   



 

（Ｄ）子育て支援事業 

  園庭開放、子育て相談等 

 

④ その他 

 

（１）職員研修 

 社会福祉協議会等の研修に参加、園内研修（食育・保育指針）、体育指導

研修 

 

（２）施設改善 

 特になし 

【令和６年度に実施した工事及び購入した固定資産】 

 大規模修繕工事・スライドテント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令 和 ６ 年 度 事 業 報 告 書 

 

令 和 ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 
社会福祉法人 不易創造館 

                             下瀬谷保育園  

① 園児数 

(令和６年 4月) 

クラス 年齢 利用定員

(２・３号認

定) 

在籍 

(２・３号認

定) 

- 0 - - 

もも 1 １０ １３ 

ちゅうりっぷ 2 １２ １５ 

たんぽぽ 3 １５ １５ 

ひまわり 4 １５ １４ 

ゆり 5 １５ １４ 

合計 ６７ ７１ 

 

(令和７年 3月) 

クラス 年齢 利用定員

(２・３号認

定) 

在籍 

(２・３号認

定) 

- 0 - - 

もも 1 １０ １３ 

ちゅうりっぷ 2 １２ １５ 

たんぽぽ 3 １５ １５ 

ひまわり 4 １５ １４ 

ゆり 5 １５ １４ 

合計 ６７ ７１ 

 

② 職員構成 

(令和７年 3月) 

部門 業務担当・雇

形 

人数(名) 備考 

保育士 

施設長 １  

主任保育士 １  

常勤保育士 １０  

派遣常勤保育

士 

０  



非常勤保育士 １０  

派遣非常勤保育

士 

０  

その他 
事務員他 １  

派遣職員 ０  

調理 

栄養士 ２  

調理師 １  

調理員 ０  

派遣職員 ０  

保健 
看護師 ０  

派遣職員 ０  

延長 
保育補助員 １  

派遣職員 ０  

嘱託医他 

内科医 １  

歯科医 １  

その他 ０  

合計 ２９  

③ 保育事業について 

 

（Ａ）通常保育 

  開園時間   午前７時００分から午後８時００分まで（月曜日～金曜

日） 

         午前７時００分から午後６時３０分まで（土曜日） 

  保育標準時間認定 午前 ７時３０分から午後６時３０分まで 

  保育短時間認定  午前 ８時３０分から午後４時３０分まで 

  

 

   横浜市からの民間移管後７年目となりますが、年度を通して公立保育所

の保育を引き継ぐことで、園児がこれまでと同様に登園できるよう努める

とともに、保護者様からのご意見やご希望に丁寧に対応することにより民

間移管による不安の解消を図った。 

また、月々の指導計画を作成するとともに、その達成状況を職員会議に

おいて確認した。 

延長保育等を常時利用する園児もあることに配慮し、保育時間の違いが

生じることをしっかりと考慮したカリキュラム作りに努めた。 

その他、行事、誕生会、園外保育、避難訓練事業等を実施。 

 

（Ｂ）障がい児保育事業 

 令和６年度も障がい児配児を受け入れるとともに、市の助成を受ける中

で、支援の充実を図った。 

   

 



（Ｃ）長時間保育・延長保育 

  横浜市においては、民間園については、長時間・延長保育が必須とされ

ており、 

今年度も実施する。 

 （注）延長保育 午後８時００分まで。但し、午後６時３０分までは無料。 

   

（Ｄ）子育て支援事業 

  子育て支援担当には経験豊富な保育補助員を配置し、園庭あそびを行い、

地域の子育て世帯への支援を充実させる。 

 

④ その他 

新美保育室（にいみ*るーむ）と、地域の施設と交流を図った。 

 

（１）職員研修 

  社会福祉協議会等の研修に参加、園内研修（食育・保育指針） 

 

（２）施設改善 

  特になし 

 

【令和６年度に購入した固定産】 

 タブレット・ノートパソコン 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令 和 ６ 年 度 事 業 報 告 書 

 

令 和 ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 
社会福祉法人 不易創造館 

                           芥川認定こども園  

① 園児数 

(令和６年４月) 

クラス 年齢 利用定員

(２・３号認

定) 

在籍 

(２・３号認

定) 

利用定員 

(1号認定) 

在籍 

(1号認定) 

りす 0 ９ ７   

うさぎ 1 １８ ２１   

くま 2 ２０ ２１   

ぞう 3 ２０ ２２ ５ ５ 

きりん 4 ２１ ２３ ５ ４ 

らいおん 5 ２２ ２６ ５ ３ 

合計 １１０ １２０ １５ １２ 

 

(令和７年３月) 

クラス 年齢 利用定員

(２・３号認

定) 

在籍 

(２・３号認

定) 

利用定員 

(1号認定) 

在籍 

(1号認定) 

りす 0 ９ ９   

うさぎ 1 １８ ２１   

くま 2 ２０ ２１  ０ 

ぞう 3 ２０ ２３ ５ ５ 

きりん 4 ２１ ２３ ５ ４ 

らいおん 5 ２２ ２６ ５ ３ 

合計 １１０ １２３ １５ １２ 

 

② 職員構成 

(令和７年３月) 

部門 業務担当・雇形 人数

(名) 

備考 

保育教諭 

施設長 １  

主幹保育教諭 ２  

常勤保育教諭 ９  

派遣常勤保育教諭 ０  

非常勤保育教諭 １６  



派遣非常勤保育教諭 ４  

その他 
事務員他 １  

派遣職員 ０  

調理 

栄養士 １  

調理師 １  

調理員 ０  

派遣職員 ２  

保健 
看護師 １  

派遣職員 ０  

嘱託委等 

内科医 １  

歯科医 １  

薬剤師 １  

合計 ４１  

 

③ 保育事業について 

 

（Ａ）通常保育 

  開園時間   午前７時３０分から午後７時００分まで（月曜日～金曜

日） 

         午前７時３０分から午後７時３０分まで（土曜日） 

  教育標準時間認定 午前 ９時００分から午後１時００分まで 

  保育標準時間認定 午前 ７時３０分から午後６時３０分まで 

  保育短時間認定  午前 ８時００分から午後４時００分まで 

午前 ８時３０分から午後４時３０分まで 

  

   高槻市からの民間移管５年目となりましたが、年度を通して高槻市立芥

川保育所の保育を引き継ぐことで、園児がこれまでと同様に登園できるよ

う努めるとともに、保護者様からのご意見やご希望に丁寧に対応すること

により民間移管による不安の解消を図ることができた。 

  また、認定区分の異なる子どもたちの活動時間の違いに留意しながら教

育・保育を実施した。 

その他、行事、誕生会、園外保育、避難訓練事業等を実施した。 

キャリアアップ研修に積極的に参加し、職員の資質向上に努めた。 

 

（Ｂ）障がい児保育事業 

 令和６年度も複数の加配児を受け入れ、市の助成を受ける中で、充実を

図った。 

   

（Ｃ）長時間保育・延長保育 

  延長保育 午後７時００分まで。 

   

 



（Ｄ）子育て支援事業 

  園庭あそびを行い、地域の子育て世帯への支援を充実させた。 

 

（Ｅ）病児保育事業（体調不良児対応型） 

    保護者が就労等の理由により利用している為、専属の看護師を配置し、

保育中に体調不良になった子どもたちが安心してお迎えを待てる環境を整え

た。 

 

④ その他 

公立保育所の行っていた地域交流に積極的に参加する。 

（１）職員研修 

  社会福祉協議会等の研修に参加、園内研修（わらべうた等） 

 

【令和６年度に実施した工事及び購入した固定資産】 

 ワイヤレスアンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令 和 ６ 年 度 事 業 報 告 書 

 

令和７年３月３１日現在 
社会福祉法人 不易創造館 

                             荻窪保育園  

① 園児数 

(令和６年４月) 

クラス 年齢 利用定員

(２・３号認

定) 

在籍 

(２・３号認

定) 

- 0 ６  ３ 

５ 1 １１ １１ 

１１ 2 １２ １２ 

１１ 3 １２ ９ 

１１ 4 １２ １２ 

１２ 5 １２   ９  
合計 ６５ ５６ 

 

(令和７年３月) 

クラス 年齢 利用定員

(２・３号認

定) 

在籍 

(２・３号認

定) 

ひよこ 0 ６ ６ 

あひる 1 １１ １１ 

りす 2 １２ １２ 

うさぎ 3 １２ １０ 

しか 4 １２ １２ 

きりん 5 １２ ９ 

合計 ６５ ６０ 

② 職員構成 

(令和７年３月) 

部門 業務担当・雇形 人数

(名) 

備考 

保育士 

施設長 １  

主任保育士 １  

常勤保育士 １３  

派遣常勤保育士 ０  

非常勤保育教諭 ７  

派遣非常勤保育士 ０  



その他 
事務員他 １  

派遣職員 ０  

調理 

栄養士 １  

調理師 ２  

調理員 １  

派遣職員 ０  

保健 
看護師 １  

派遣職員 ０  

延長 
保育補助員 １  

派遣職員 ０  

嘱託医他 

内科医 １  

歯科医 １  

その他 ０  

合計 ３１  

③ 保育事業について 

（Ａ）通常保育 

  開園時間   午前７時３０分から午後７時３０分まで（月曜日～金曜

日） 

         午前７時３０分から午後７時３０分まで（土曜日） 

  保育標準時間認定 午前 ７時３０分から午後６時３０分まで 

  保育短時間認定  午前 ９時００分から午後５時００分まで 

  

   杉並区からの民営化園の為、年度を通して公立保育所の保育を引き継ぐ

ことで、園児がこれまでと同様に登園できるよう努めるとともに、保護者

様からのご意見やご希望に丁寧に対応することにより民営化による不安の

解消を図った。 

  面積基準並びに職員配置基準をクリアした上で、待機児童解消のため、

積極的に入園児を受け入れた。 

また、月々の指導計画を作成するとともに、その達成状況を職員会議に

おいて確認した。 

その他、行事、誕生会、園外保育、避難訓練事業等を実施した。 

キャリアアップ研修に積極的に参加し、職員の資質向上に努めた。 

 

（Ｂ）障がい児保育事業 

 令和６年度も加配児を受け入れ、保育環境の充実を図った。 

   

（Ｃ）長時間保育・延長保育 

  杉並区においては、民間園については、長時間・延長保育が必須とされ

ており、今年度も実施した。 

  （注）延長保育 午後７時３０分まで。 

   

（Ｄ）子育て支援事業 



  子育て支援担当には経験豊富な保育補助員を配置し、園庭あそびを行い、

地域の子育て世帯への支援を充実させた。 

 

④ その他 

地域の施設と交流を図った。 

 

（１）職員研修 

  社会福祉協議会等の研修に参加、園内研修（食育・保育指針） 

（２）施設改善 

  特になし 

（３）安全管理・防火管理 

  ・避難訓練年間計画表に沿って実施（毎月） 

  ・出入口の施錠による不審者対策 

  ・AEDの設置 

  ・救急救命講習の実施（年１回）    

   

 

【令和６年度に購入した固定資産】 

   ポータブルバッテリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令 和 ６ 年 度 事 業 報 告 書 

令和７年３月３１日 
社会福祉法人 不易創造館 

                       認定こども園条東こども園 

① 園児数 

(令和６年４月) 

クラス 年齢 利用定員

(２・３号認

定) 

在籍 

(２・３号認

定) 

利用定員

(１号認定) 

在籍 

(１号認定) 

れんげ 0 ６ ９   

もも 1 １４ １５   

ちゅーりっぷ 2 １５ ２４  ０ 

ゆり・たんぽぽ 3 １５ １９ １２ １５ 

すみれ 4 １５ １６ １３ １２ 

ふじ 5 １５ １９ ２１ １５ 

合計 ８０ １０２ ４６ ４２ 

 

 

(令和７年３月) 

クラス 年齢 利用定員

(２・３号認

定) 

在籍 

(２・３号認

定) 

利用定員

(１号認定) 

在籍 

(１号認定) 

れんげ 0 ６ １０   

もも 1 １４ １７   

ちゅーりっぷ 2 １５ ２４  ６ 

ゆり・たんぽぽ 3 １５ １９ １２ １２ 

すみれ 4 １５ １６ １３ １２ 

ふじ 5 １５ １９ ２１ １４ 

合計 ８０ １０５ ４６ ４４ 

 

 

② 職員構成 

(令和７年 3月) 

部門 業務担当・雇形 人数

(名) 

備考 

保育教諭 

施設長 １  

主幹保育教諭 ２  

常勤保育教諭 １３  

派遣常勤保育教諭 ０  



非常勤保育教諭 １１  

派遣非常勤保育教諭 １  

その他 
事務員他 １  

派遣職員 ０  

調理 

栄養士 １  

調理師 ２  

派遣職員 １  

保健 
看護師 １  

派遣職員 ０  

延長 
保育補助員 ２  

派遣職員 ０  

嘱託医他 

内科医 １  

歯科医 １  

薬剤師 １  

合計 ３９  

③ 保育事業について 

 

（Ａ）通常保育 

  開園時間   午前７時００分から午後８時００分まで 

  ※但し、教育標準時間認定児は午後６時００分まで 

 

  保育標準時間認定 午前 ７時００分から午後６時００分まで 

  保育短時間認定  午前 ９時００分から午後５時００分まで 

  教育標準時間認定 午前 ９時００分から午後３時００分まで 

 

   民営化にあたっては、子どもたちや保護者の不安をできるだけ解消でき

るように、変更変化を軽減することに努めた。 

また、月々の指導計画を作成するとともに、その達成状況を職員会議に

おいて確認する。 

そして、認定区分間での教育・保育時間の違いが生じることをしっかり

と考慮したカリキュラム作りに努めた。 

その他、行事、誕生会、園外保育、避難訓練事業等を実施した。 

 

（Ｂ）障がい児保育事業 

 令和６年度も障がい児を受け入れ、市からの巡回相談も活用し、充実を

図った。 

   

（Ｃ）長時間保育・延長保育 

  泉大津市においては、民間園については、延長保育が必須とされている

ため実施。 

  （注）延長保育 午後８時００分まで。 

   



（Ｄ）子育て支援事業 

  主幹保育教諭２名を配置し、園庭あそび及び子育て相談を実施。 

    病児保育（病後児保育事業）を実施。 

④ その他 

 

（１）職員研修 

  園内研修（食育・保育指針） 

（２）施設改善 

  特になし 

【令和６年度に実施した工事及び購入した固定資産】 

避難車 


